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【柑橘】 
 状況 1 月になり青島の出荷が本格的になってきましたが、スルガエレガントの収穫が中下旬頃か 

ら開始していると思います。今年度は寒波が数回襲来しているため霜害等の被害が発生する 

ことが予想されます。被害を受けた果実については果皮が茶色くなってきますので定期的に 

貯蔵中の果実を確認して家庭選果の徹底をお願いします。 

 

 果実分析結果 全園地平均 （１月６日） 

  令和 3 年度平均 令和 2 年度平均 令和元年度平均 

品種名 糖 酸 糖 酸 糖 酸 

スルガ 9.7 1.85 10.2 1.81 9.9 1.71 

 

 防除 1 月中旬までにマシン油の散布が出来なかった園地については、3 月に散布して下さい。 

     １月下旬から２月の散布は、落葉を促す原因となります。 

 

 土壌改良 

   新根の発生を促進させ樹勢維持をさせるために、ネバリンの施用をしましょう（2～4kg/樹）。 

また、pH の補正のため苦土セルカ 2 号を１０袋／１０ａ施用。 

 

 間伐／整枝・剪定 

   剪定よりまず間伐。日当たり・作業性を考えて１本おきしましょう。特にスルガエレガントの

10 年以上の園地では、間伐が必要です。温州においても、密植園が増えてきましたので、間伐を

実施して日当たりを良くしましょう。また、軽い剪定で枝が混んでいるので、枝を間引きましょう。 

 整枝・剪定の時期としては、寒さが緩む２月下旬から実施する事が望ましいです。 

  枯れ枝は、黒点病の発生源になるので徹底して除去する事。また、中晩柑の夏芽処理を実施し、 

カイヨウ病の発生を少なくしましょう。 

 

【落葉果樹】 
 剪定：剪定が終わっていない園地は、早期に実施して下さい。 

 土壌改良：苦土セルカ 2 号 １０袋／１０ａ 

  キウイフルーツ・いちじくは地力維持向上と細根の発根促進を図り樹勢維持のために、堆肥等の 

有機物の投入。また、pH の補正のため土壌改良材を施用します。 

いちご 
寒い日が続いております。温度管理に留意して頂きますようお願いします。 

また、新型コロナウイルス含め体調管理には十分に気を付けて下さい。 

《本圃》 
1、 株管理 

・ 高設栽培では給液と排液の確認をお願いします。（量と EC、ｐH を check！！） 

・ 収獲が終わった果房の除去、不要になった葉の摘葉、摘果を行い株の整理を。 

→葉かきは果実に被さる葉や垂れ下がった古葉のみ。（やりすぎに注意！！） 

・ 温度管理 ハウス内気温は 25～27℃が適正値です。（クラウン付近の温度） 

→光合成促進のため、9 時～15 時の間は最低でも 15℃以上になるように管理しましょう。 

→暖房機は日の出 2 時間前から稼働させ、1 時間に 2℃以内で徐々に上げていくことで、 

ハウス内の湿度がゆるやかに下がり、灰色カビ病対策になります。（急激な湿度変化が起きる 

と気孔が閉じてしまい、光合成が行いづらくなってしまいます。） 
 

2、 ミツバチ管理 

・ 農薬散布は影響の少ない物を選ぶとともに、必ず日没後の蜜蜂がすべて帰巣してから移動する。 

→換気窓（網窓）のみ開けておき、低温や高温になる場所は避けて管理する。 

・ 巣箱の位置は変えない。必ず元の位置へ戻す。（早朝か日没後に移動する） 

・ 厳寒期は毛布を掛けて保温する。また、日中は高温になりすぎないよう、直射日光を避ける。 
 

3、 病害虫防除  収穫などで忙しいですが、必ず圃場を一回りしましょう。 

※下記に記載の薬剤は蜜蜂、天敵（ミヤコ・チリ）に対する影響のない薬剤になります。 

※RAC コードが同じものは同一系統の薬剤になります。抵抗性回避のため連用は避けて下さい。 

① ハダニ  

薬剤名 RAC 倍率 回数 日数 備考 

ダニオーテ（フ） 33 2,000 倍 2 回 前日 全ステージ 

カネマイト（フ）※ 20Ｂ 1,000～1,500 倍 1 回 前日 成虫・幼虫 

※ 薬害注意。混用は避け、涼しい時間帯で、薬剤が乾きやすい条件で散布する。 
 

② スリップス  月 1 回は防除を行いましょう。（発生が確認された場合は徹底的に！！） 

薬剤名 RAC 倍率 回数 日数 

マッチ（乳） 15 1,000～2,000 倍 4 回 前日 

ファインセーブ（フ） 34 1000～2000 倍 3 回 前日 
 

③ うどんこ病・灰色かび病 

薬剤名 RAC 倍率 回数 日数 治療 予防 

パレード 20（フ） 7 2000～4000 倍 3 回 前日 ○ ○ 

プロパティー（フ） 50 3000～4000 倍 3 回 前日 ○  
 

《育苗圃》 
 育苗の準備が始まります。しっかりと計画を立て、ハウス内側と外側、採苗棚等の整理を行い、

育苗開始に向け、万全の体制を整えましょう。苺は苗 8 分作です！！ 
1、 採苗スケジュール（4 月中旬親株定植） 

時期 管理作業 

6 月上旬 ポット受け開始（15～20 倍増殖を目安） 

7 月中旬 最終ポット受け 

8 月上旬 切り離し（最終ポット受けから 20 日以上あける） 

9 月下旬 定植（必ず花芽分化確認） 

※切り離しから定植まで 40 日～50 日はもうけ十分な育苗をしましょう。 

センター長 茶 苺・水稲・蔬菜 果樹 営農生活支援購買 購買 

瀧口信也 折山 深井・片井 榮 大越 酒井・萩原・森川・鷲巣 

  

 

 

2月 5日、6日に開催を予定しておりました生活大感謝祭につきまして、新型コロナウイルス

（オミクロン株）感染拡大防止と、ご来場されるお客様の健康と安全を最優先に配慮した結果、

開催を見送ことが望ましいと判断により、開催中止となりました。 

ご理解・ご協力をお願いいたします。 
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いちご品評会結果 

 

 

 

茶 
・春 肥 （１回目）  ２月中旬  配合肥料  ５袋／10ａ 

     （２回目）  ３月上旬  配合肥料  ５袋／10ａ 

     ※ 肥効を高める為に、施肥後は必ず耕うんしましょう。 

・防 除  赤焼病   ２月下旬  ドイツボルドーＡ  ５００倍（１４日） 

     ※ 例年発生が見られる園は予防として防除して下さい。 

 

第 28 回 ＪＡ静岡市 本山茶品評会 結果報告   R3 年 12 月 17 日 開催 

3 等・細澤 重喜 様(北沼上)  3 等・望月 幹夫 様(平山)  おめでとうございます！ 
 
 

国の茶補助事業 R4 年度 1 次募集の案内について おしらせ 

  【対象】 R4 年 4 月～R5 年 3 月に下記の作業を行うもの。 ※ 事前着工はダメです。 

  【内容】 ・茶の改植 ・新植 ・台切り（地上 15cm） ・他作物への転換 ・棚の設置 

       ・直掛碾茶資材の購入 ・有機栽培の開始 の申請を希望される方は、 

2 月 10 日（木）までに東部営農経済センター 茶担当までご連絡ください。 

注）着工前の茶園写真が必要になりますので、ご用意お願いします。 
  

茶防霜ファンの電気料プランについて 

『防霜ファン用プラン』への加入手続きは済みましたか？  

申込期日：R4 年 2 月 28 日（月）   お問合せ：最寄りの営農経済センターまで 
 

 

水稲 ジャンボタニシ越冬貝対策！！ 

 

 

 

 
 

ばれいしょ ナス科のため、トマトやナスなどとの連作は避けましょう。 

① 種イモの準備…15～20 ㎏/1ａの種芋を準備。 

畑の準備  

みのり堆肥 100 ㎏/1ａ 

全農化成肥料 7 ㎏/1ａ 

② 病害虫予防 

ケラ・ネキリムシ類 ダイアジノン（粒）5 400～600ｇ/1ａ 植付前 全面土壌混和 

粉状そうか病 オラクル（粉）※ 2 ㎏/1ａ 植付前 全面土壌混和 

※「静菌」ではなく「殺菌」で優れた予防効果を発揮します。 

③ 植えつけ… 株間：25～30 ㎝ ／ 深さ：10 ㎝ 

大きい芋は 40～50g となるよう、芽を分けて切って植えつける。 

（切った場合は傷口を乾燥させてから切り口を下にして植えつける） 

 

  
静岡県野菜振興協会 

第 32 回 静岡県苺果実品評会   銅賞 入賞  青島 一欽さん（安東）  

☆厳寒期の耕転（耕運速度はゆっくり、ロータリーの回転は速くする） 

☆水路の泥上げ（水路で越冬するジャンボタニシを寒さにさらす） 

☆圃場の均平化 

近年、発生が多い

のでしっかり 

対策しましょう。 

『そうか病』はアルカリ土壌で発生しやすいので石灰の 

施用は控えるが、土壌が酸性（ｐＨ5.5 以下）の場合は 

セルカ等の石灰資材を 10～15 ㎏/1ａ程度施用する。 

おめでとう 

ございます！ 

 

令和 3 年分 税務関係（確定申告）について 
 ☆収支計算準備については、先月の営農便りをご確認下さい。 

 

1、 申告時に必要な物 

 

① マイナンバーが確認できるもの 

・マイナンバーカード又は、通知カード 

・配偶者・扶養・専従者に該当する方のマイナンバーが確認できるもの 

② 身分証明書 

・免許証・保険証等（マイナンバーカードをお持ちの方は不要です） 

③ 税務署からの通知ハガキ 

④ 申告者本人宛に発行された源泉徴収票（給与・年金 等） 

⑤ 収支内訳書（事前に作成した方） 

⑥ 源泉徴収票（年金・給与・青色源泉 等） 

⑦ 一時所得…共済金の満期払い戻し計算書等 

⑧ 社会保険料の証明書又は納付切符 

・国民健康保険料・国民年金・農業者年金・介護保険の保険料明細書 

⑨ 医療費の領収書 【生計を共にしている者（同居家族）】⇒下記参照 

※高額医療申請や保険で補填された金額を事前に確認してください 

⑩ 生命共済・損害共済証明書 （確定申告者の証明書） 

⑪ 小規模企業共済（領収書又は証明書） 

⑫ 住宅所得控除の申請関係書類（該当する方） 

⑬ 扶養家族の生年月日等が分かるもの、印鑑、通帳、障害者手帳  

⑭ 譲渡所得の内容がわかる物（譲渡がある方） 

⑮ その他、税務署から送られてきた書類・ハガキ等 

 

２、申告の前に実施して下さい 

 

① 上記内で（申告時に必要な物）紛失等で無い場合は、関係機関への問合せ 

② 医療費の領収書の計算（下記参照） 

③ ＪＡで固定資産台帳を登録している方で新規購入がある場合は、事前に 

送付した用紙に必要事項を記入し最寄りの支店に提出下さい。 

 

医療費控除を受ける方へ  
① 医療費の申請に関しては、事前に下記の通りに分けて集計をお願いします。 

・申告者本人・他家族（妻・子・父・母）毎及び病院名毎に分け領収書を集計する 

・領収書は自宅で 5 年間確定申告書と一緒に保管する 

 

 
 


